
○ 社会教育主事
・都道府県・市町村の教育委員会事務局に置く専門的職員 （社会教育法第９条の２第１項）

※必置（人口１万人未満の町村を除く）だが、市町村の配置率は減少傾向にある

・主な職務は、社会教育を行う者への専門的技術的な助言と指導 （社会教育法第９条の３第１項）

○ 司書
・図書館に置かれる専門的職員 （図書館法第４条第１項）

・主な職務は、図書館の専門的事務への従事 （図書館法第４条第２項）

○ 学芸員
・博物館に置く専門的職員 （博物館法第４条第３項）

・主な職務は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての

専門的事項をつかさどること （博物館法第４条第４項）

○ 社会教育委員
・都道府県・市町村に置くことができる非常勤の委員 （社会教育法第１５条第１項）

・教育委員会が委嘱。委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。

委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準（＊）を参酌するものとする。 （社会教育法第１８条 第３次一括法により改正。）

（＊）…学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。

（社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令）

 ・主な職務は、社会教育に関する諸計画の立案、教育委員会の諮問に応じ意見 （社会教育法第１７条第１項）

○ 公民館主事
・公民館に置くことができるとされる職員 （社会教育法第２７条第１項）

・主な職務は、公民館の事業の実施 （社会教育法第２７条第３項）

社会教育関係職員 参考資料１
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（資料）社会教育調査

（注）学芸員数は、博物館登録施設、博物館相当施設及び博物館類似施設の学芸員の合計。
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社会教育主事は，社会教育法に基づき都道府県・市町村の教育委員会事務局に置くこととされている専門的職員（社会教育法第９条の２第１項）。
主な職務内容として，地域の社会教育行政の企画・実施及び専門的技術的な助言と指導に当たることを通し，人々の自発的な学習活動を支援することなどが挙げられる。

（１）大学（短期大学を含む）に２年以上在学して，６２単位以上を修得し，又は高等専門学校を卒業し，かつ，社会教育主事補の職等の通算期間が３年以上になる者で，社会教育
主事講習（４科目８単位）を修了した者
（２）教育職員の普通免許状を有し，５年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあった者で，社会教育主事講習を修了した者

（３）大学（短期大学を含む）に２年以上在学して，６２単位以上を修得し，大学において「社会教育に関する科目」の単位（２４単位）を修得した者で，社会教育主事補の職等の通
算期間が１年以上の者
（４）社会教育主事講習を修了した者で，相当の教養と経験があると都道府県教育委員会が認定した者

１ 職務の概要

２ 社会教育主事となる資格の取得要件

社会教育主事制度

司書は，図書館法に基づき図書館に置くこととされている専門的職員（図書館法第４条第１項）。
主な職務内容として，図書館資料の選択・収集・提供，住民の資料の利用に関する相談への対応等の図書館の専門的事務に従事すること等が挙げられる。

（１）大学（短期大学を含む）を卒業した者で大学において「図書館に関する科目」（２４単位）を履修した者
（２）大学（短期大学を含む）又は高等専門学校を卒業した者で司書講習（２４単位）を修了した者
（３）司書補の職又は同等の職の通算期間が３年以上になる者で，司書講習を修了した者

１ 職務の概要

２ 司書となる資格の取得要件

司書制度

社会教育主事制度・司書制度の概要と資格付与・資質向上に関する法令
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資格付与

（１）社会教育主事講習
社会教育法第９条の５ 社会教育主事の講習は，文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関が行う。

研修
（２）社会教育主事等専門研修
社会教育法第９条の６ 社会教育主事及び社会教育主事補の研修は、任命権者が行うもののほか、文部科学大臣及び都道府県が行う。

（３）図書館司書等専門研修（図書館司書専門研修、新任図書館長研修、図書館地区別研修）
図書館法第７条 文部科学大臣及び都道府県教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

（４）公民館施設職員等専門研修（公民館等施設職員初任者研修、公民館等施設職員専門研修）
社会教育法第２８条の２ 第９条の６の規定は、公民館の職員の研修について準用する。



市町村における社会教育主事・派遣社会教育主事の配置率の推移

〈 １万人未満の町村を除く 〉

（人）

（出典）社会教育調査

都道府県・市町村教育委員会に置かれる社会教育主事の人数の推移

都道府県・市町村教育委員会に置かれる社会教育主事の人数の推移
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社会教育主事の配置率の低下
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派遣社会教育主事の実施状況について

有 無

平成
11年度

【４１道府県】
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、
富山、石川、福井、山梨、岐阜、愛知、三重、
滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、
広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡、佐賀、
長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

【６都府県】
東京、長野、静岡、大阪、鳥取、高知

令和
３年度

【８道府県】
北海道、宮城、秋田、群馬、富山、京都、島根、
山口

【39都府県】
青森、岩手、山形、福島、茨城、栃木、埼玉、
千葉、東京、神奈川、新潟、石川、福井、山梨、
長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、
兵庫、奈良、和歌山、鳥取、岡山、広島、徳島、
香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島、沖縄

＜財政措置の経緯＞
・昭和４９年度 給与費補助による都道府県に対する国庫補助制度開始
・昭和６０年度 交付金制度を改正し、「社会教育指導者事業交付金」により、必要経費の一部を交付

⇒平成９年度限りで「社会教育指導者事業交付金」廃止
・平成１０年度 一般財源化し、地方交付税にて措置

＜都道府県における派遣社会教育主事制度の有無＞ （社会教育調査）

市町村の社会教育指導体制の整備充実（社会教育主事未設置市町村の解消及び複数設置の促進）を図るため、都道府県が

都道府県教育委員会の職員の身分を有する社会教育主事を、市町村の求めに応じて市町村教育委員会事務局に派遣する制度。
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（社会教育主事の必置の必要性）
○ 平成24年７月、全国市長会から、社会教育主事の必置義務の廃止の要望が提出されたが、社会教育行政が、
今後とも地域住民の自主的な社会教育が円滑に実施されるよう環境情勢を図っていくためには、社会教育主事が
関係施策の企画・立案や事業推進におけるコーディネート等の役割を果たしていくことが重要であり、引き続き必置を
原則とすることが望ましい

（社会教育主事資格の活用）
○ 社会教育主事講習で学んだ知識や社会教育主事としての経験は幅広く活用することが可能
  ・首長部局への配置による他の行政分野との連携・協力の円滑化 

    ・社会教育主事経験者や有資格者のキャリアパスの構築
○ 他の分野において社会教育主事資格の有用性が認知され、汎用化が図られるよう、社会教育主事資格が社会
教育に関する専門的な資質・能力を保障するものとして認知される仕組みについての検討が必要

○ 「社会教育士」、「地域教育士」という資格を民間レベルで創設し、それらの資格を有する人に社会教育行政以外
の様々な場面で活躍してもらうことを容易に

（社会教育主事資格の活用について）
○ 社会教育主事として発令を受けずとも社会の各分野で教育活動に携わり活躍できることが望ましい。
○ 社会の各分野で社会教育主事有資格者が活躍することは、社会全体における学習の充実と質の向上につながる
とともに、多様な社会教育関係者と共に学ぶことは、社会教育主事の資質・能力の養成を図る観点からも有意義
であることから、今後、社会教育主事講習の実施に支障がない範囲で社会教育活動に携わる受講希望者を受け
入れ

○ 社会教育主事講習と社会教育主事養成課程の修了者については、 「社会教育士(仮称)」の称号を付与するこ
とを検討 (平成32年4月目途新制度に移行)

平成25年9月）中央教育審議会生涯学習分科会 社会教育推進体制の在り方に関するワーキン
ググループにおける審議の整理

平成29年8月）社会教育主事養成等の改善・充実に関する検討会 社会教育主事養成の見直しに
関する基本的な考え方について

「社会教育士」創設までの主な議論①
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「社会教育士」創設までの主な議論②

（社会教育士の称号付与の趣旨及び概要）
○ 社会教育主事講習等規程の改正においては、講習及び養成課程の学習成果が社会で認知され、広く社会に
おける教育活動に生かされるよう、講習の修了証書授与者が「社会教育士（講習）」と、養成課程の修了者が「
社会教育士（養成課程）」と称することができる

■社会教育主事講習等規程（抄）
第８条第３項 第１項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育士（講習）と称することができる。
第11条第３項 第１項の規定により修得すべき科目の単位を全て修得した者は、社会教育士（養成課程）
と称することができる。

令和2年4月1日 （改正）社会教育主事講習等規程の施行

平成30年2月28日公布） 社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令（平成３０年文部科
学省令第５号）

平成30年12月21日）中央教育審議会答申 人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育
の振興方策について

○（社会教育主事は）「学びのオーガナイザー」として、社会教育行政のみならず、地域における多様な主体の地域
課題解決の取組においても、コーディネート能力やファシリテート能力等を発揮し、取組全体をけん引する極めて重要
な役割を担う
○（社会教育士は）環境や福祉、まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて、人づくりや地
域づくりに関する活動に積極的に携わっていくことが期待される
○地域における課題解決の活動等に取り組む多様な人材が社会教育士を取得し、地域の様々な取組において活躍
することが期待される

（社会教育士に期待される役割）
○ 「社会教育士」には、講習や養成課程の学習成果を活かし、ＮＰＯや企業等の多様な主体と連携・協働して、
社会教育施設における活動のみならず、環境や福祉、まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援
を通じて、人づくりや地域づくりに携わる役割が期待される。

○ また、これらの活動に際しては、地域の実情等を踏まえ、社会教育士と社会教育主事との連携・協働が図られるこ
とが期待される。
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社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令 （令和２年４月施行）

改正の趣旨

○ 「社会教育主事養成の見直しに関する基本的な考え方について」（平成２９年８月社会教育主事養成等の改善・充実に関する検討会）等の提言内
容を踏まえ，社会教育主事が人づくりや地域づくりに中核的な役割を担うことができるよう，その職務遂行に必要な基礎的な資質・能力を養成するた
め，社会教育主事講習（以下「講習」という。）及び大学（短期大学を含む。）における社会教育主事養成課程（以下「養成課程」という。）の科目の改善
を図ることとする。

○  また，講習等における学習成果が広く社会における教育活動に生かされるよう，講習の修了証書 授与者は「社会教育士（講習）」と，養成課程の
 修了者は「社会教育士（養成課程）」と称することができることとする。

改正の概要

施行期日等

○ この省令は，令和２年４月１日から施行する。

○ その他，この省令の施行前に大学に在学している者等に関する所要の経過措置を講ずる。

学習者の多様な特性に応じた学習支援に関する知識及び技
能の習得を図る「生涯学習支援論」と，多様な主体と連携・協働
を図りながら，学習成果を地域課題解決等につなげていくための
知識及び技能の習得を図る「社会教育経営論」を新設する。

１．社会教育主事講習の科目及び単位数の改善 （第３条関係）

２．社会教育主事養成課程の科目及び単位数の改善 （第１１条第１項関係）

 「生涯学習支援論」 と「社会教育経営論」を新設するとともに，

社会教育主事の職務を遂行する ために求められる実践的な能
力を身につけることができるよう，「社会教育実習」を必修とする。

３．「社会教育士（講習）」及び「社会教育士（養成課程）」の称号の付与 （第８条第３項，第１１条第３項関係）

講習の修了証書授与者は「社会教育士（講習）」と，養成課程の修了者は「社会教育士（養成課程）」と称することができることとする。
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社会教育主事講習で取り扱う内容

科目名・単位数 目 的 主な内容

生涯学習概論
〔２単位〕

生涯学習及び社会教育の本質に
ついて理解を図る

・生涯学習の理念と施策

・社会教育の意義と展開
・社会教育に関する法令
・社会教育主事・社会教育指導者の役割

・生涯学習社会と学校・家庭・地域 等
生涯学習支援論
〔２単位〕

学習者の多様な特性に応じた学
習支援に関する知識及び技能の
習得を図る

・学習支援に関する教育理論
・効果的な学習支援方法
・学習プログラムの編成

・参加型学習の実際とファシリテーション技法等

社会教育経営論
〔２単位〕

多様な主体と連携・協働を図りな
がら，学習成果を地域課題解決や
地域学校協働活動等につなげて
いくための知識及び技能の習得を
図る

・社会教育行政と地域活性化
・社会教育行政の経営戦略
・学習課題の把握と広報戦略
・社会教育における地域人材の育成
・学習成果の評価と活用の実際
・社会教育を推進する地域ネットワークの形成

・社会教育施設の経営戦略 等

社会教育演習

〔２単位〕
社会教育主事の職務を遂行する
ために必要な資質及び能力の総
合的かつ実践的な定着を図る

・社会教育に関する実践演習

・社会教育に関する現場体験 等

合 計 ８単位

【社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令の施行について（平成30年２月28日生涯学習政策局長通知）】
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社会教育主事養成課程で取り扱う内容

科目名・単位数 目 的 主な内容

生涯学習概論
〔４単位〕

生涯学習及び社会教育の本質につい
て理解を図る

・生涯学習の理念と施策 ・社会教育の意義と展開
・社会教育に関する法令 ・社会教育主事・社会教育指導者の役割
・生涯学習社会と学校・家庭・地域 等

生涯学習支援論
〔４単位〕

学習者の多様な特性に応じた学習支
援に関する知識及び技能の習得を図
る

・学習支援に関する教育理論 ・効果的な学習支援方法
・学習プログラムの編成
・参加型学習の実際とファシリテーション技法 等

社会教育経営論
〔４単位〕

多様な主体と連携・協働を図りながら、
学習成果を地域課題解決や地域学校
協働活動等につなげていくための知識
及び技能の習得を図る

・社会教育行政と地域活性化 ・社会教育行政の経営戦略
・学習課題の把握と広報戦略 ・社会教育における地域人材の育成
・学習成果の評価と活用の実際
・社会教育を推進する地域ネットワークの形成
・社会教育施設の経営戦略 等

社会教育特講
〔８単位〕

社会教育主事としての幅広い視野、社
会的関心を持たせるとと もに、専門的
内容についての理解を図る 

・国際化と社会教育 ・情報化と社会教育 ・高齢化と社会教育 
・多文化共生と社会教育 ・社会的包摂と社会教育 ・健康教育と社会教育 
・防災・防犯と社会教育 ・人権教育と社会教育 ・同和問題と社会教育
 ・環境問題と社会教育 ・青少年健全育成と社会教育 
・キャリア教育と社会教育 ・貧困問題と社会教育  ・家庭教育と社会教育
・男女共同参画と社会教育 ・社会福祉と社会教育 ・特別支援教育と社会教育 
・消費者教育と社会教育 ・文化芸術と社会教育  ・文化財保護と社会教育 
・生涯スポーツと社会教育 ・地域の歴史文化と社会教育 
・地域産業と社会教育 ・ボランティア活動と社会教育 等

社会教育実習
 〔１単位〕

社会教育主事の職務 を遂行するため

に必要な資質及び能力の総合的かつ
実践的な定着を図る

・社会教育施設等における実習 

社会教育演習
社会教育実習
社会教育課題研究
〔選択必修３単位〕

・具体の地域課題等を題材とした社会教育事業の立案 等に向けた演習 
・社会教育施設等における実習 
・社会教育の課題に関する研究 等

合 計 ２４単位

【社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令の施行について（平成30年２月28日生涯学習政策局長通知）】
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人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について（平成30年12月21日中央教育審議会答申）

○（社会教育主事は）「学びのオーガナイザー」として、社会教育行政のみならず、地域における多様な主体の地域課題解決の取組においても、コ
ーディネート能力やファシリテート能力等を発揮し、取組全体をけん引する極めて重要な役割を担う

○（社会教育士は）環境や福祉、まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて、人づくりや地域づくりに関する活動に積極
的に携わっていくことが期待される

○地域における課題解決の活動等に取り組む多様な人材が社会教育士を取得し、地域の様々な取組において活躍することが期待される

第11期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理
～全ての人のウェルビーイングを実現する、共に学び支えあう生涯学習・社会教育に向けて～（令和４年８月）

○公民館や地域学校協働活動推進員、学校教育における探究活動等への支援として社会教育士の活用促進、社会教育士をネットワーク化す
ること等による活躍機会の拡充

○社会教育人材の量的な拡大や、様々な場面での社会教育士の配置・登用の促進

○社会教育士の役割の明確化、社会教育士の称号付与要件など制度の在り方を含めた検討

次期教育振興基本計画について（令和５年３月８日中央教育審議会総会答申）

○オンライン化などによる社会教育主事講習を受講しやすい環境の整備

○デジタル技術の進展などの現代的諸課題・他機関等との連携促進等といった観点を踏まえた社会教育主事講習・研修のアップデート

○首長部局の行政職員や地域学校協働活動推進員に加え、NPO や企業等の多様な人材が社会教育士の称号を取得

○社会教育人材のネットワーク化等の促進

今後の生涯学習・社会教育の振興方策（重点事項・具体策）について（令和５年３月８日第134回中央教育審議会総会 文部
科学省報告資料）

〇一人一人の生活と地域づくりを支える「学びと実践」の機会と場を提供する「地域の学びと実践プラットフォーム」を打ち出し、「地域の
学びと実践プラットフォーム」としての役割を、社会教育人材・社会教育施設が連携して担うこととしている。
〇主に、以下の社会教育人材に関する事項について、中央教育審議会生涯学習分科会において継続して専門的に議論・検討を行う。

・社会教育主事及び社会教育士の役割 ・現代的諸課題や他機関等との連携促進を踏まえた講習・研修内容の見直し
 ・社会教育主事講習受講要件の緩和・明確化  ・受講者のニーズに応じたコースの設置促進・受講定員の拡大
 ・民間資格等による科目代替の検討 ・社会教育主事講習・養成課程の修了証書の在り方  等

社会教育人材に求められている役割（これまでの議論のまとめ）



○多様な人材のニーズに応じた学習機会を拡大
（誰でも希望した時に受講できる環境の整備）

○社会教育人材のデジタルも活用したネットワーク
化や、継続的な学習の場を整備

○人づくり、つながりづくり、地域づくりは、
 従来の社会教育分野のみならず、 他の
多くの分野で求められるようになっている

○多様な人材（首長部局・企業・NPOの
職員等）の社会教育への参画が重要に

社会教育の裾野の広がりと、社会教育人材が果たすべき役割

学校

社会教育施設 首長部局

教育委員会

社会教育士

社会教育人材をハブにした
人づくり、つながりづくり、地域づくり

団体・民間企業

社会教育士

社会教育士社会教育士

※ 黄色の楕円で示された職種・属性の者が
講習を受講して、社会教育士となるイメージ

社会教育の裾野の広がり

地域学校
協働活動
推進員 等

学校司書

司書・
司書補

NPO

まちづくり

子ども会

地域振興

司書教諭

社会教育人材が
ハブとしての役割を果たすために

生涯学習
コーディネーター

PTA

CSR

学芸員

社会教育主事

公民館主事

地域学校連
携担当教員

民間教育
事業者

福祉

防災
観光

文化

スポーツ社会教育委員

学校教育

社会
教育士

地域コミュニティ

社会教育士

地域共生社会

地域運営組織

自治会

農村型
地域運営組織

青少年
教育施設

大学等

社会
教育士

NPO
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２．コミュニティ・スクールのメリット

称号付与の趣旨

○ 社会教育主事講習等の学習の成果が認知され、社会教育行政以外の分野においても活用される仕組みの構築が
求められていたところ。

○ このため、講習等の学習の成果が社会で認知され、広く社会における教育活動に生かされる仕組みを構築し、社会教
育の振興を図るため、講習の修了証書授与者が 「社会教育士（講習）」 と、養成課程の修了者が 「社会教育士
（養成課程）」 と称することができることとした。

社会教育士に期待される役割

○ 「社会教育士」には、講習や養成課程の学習成果を活かし、ＮＰＯや企業等の多様な主体と連携
・協働して、社会教育施設における活動のみならず、環境や福祉、まちづくり等の社会の多様な分野
における学習活動の支援を通じて、人づくりや地域づくりに携わる役割が期待される。

○ また、これらの活動に際しては、地域の実情等を踏まえ、社会教育士と社会教育主事との連携・協
働が図られることが期待される。

法令根拠

社会教育主事講習等規程（昭和二十六年文部省令第十二号） （改正省令）公布日 平成30年2月28日 施行日 令和2年4月1日

第８条第３項 第１項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育士（講習）と称することができる。
第11条第３項  第１項の規定により修得すべき科目の単位を全て修得した者は、社会教育士（養成課程）と称することができる。

これまでの称号付与数

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 計

（内訳）主事講習 492人 1,414人 1,532人 1,382人 1,540人 6,360人

（内訳）養成課程 214人 336人 538人 1,139人 1,106人 3,333人

社会教育士称号付与数 706人 1,750人 2,070人 2,521人 2,646人 9,693人

「社会教育士」の称号付与（趣旨及び役割等）
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社会教育主事の職務と期待される役割
○社会教育主事は、社会教育法に基づき都道府県・市町村の教育委員会に置くこととされている専門的職員であり、

  地域の社会教育事業の企画・実施及び専門的な助言と指導を通し、地域住民の学習活動の支援を行う。
＜根拠法令＞【社会教育法第九条の二】都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。

【社会教育法第九条の三】社会教育主事は、社会教育を行うものに専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。

社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、

必要な助言を行うことができる。

＜具体的な職務の例＞
① 教育委員会事務局が主催する社会教育事業の企画・立案・実施
② 管内の社会教育施設が主催する事業に対する指導・助言
③ 社会教育関係団体の活動に対する助言・指導
④ 管内の社会教育行政職員等に対する研修事業の企画・実施

社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令の公布
（平成30年文部科学省令第5号）、令和2年4月1日施行

期待される役割

○人と人、組織と組織をつなぐコーディネート能力
○人々の納得を引き出すプレゼンテーション能力
○人々の力を引き出し、主体的な参画を促す
  ファシリテーション能力

〈養成のカリキュラムにおいて具体的に習得すべき能力〉
○生涯学習・社会教育の意義等、教育上の基礎的知識
○地域課題や学習課題の把握・分析能力
○社会教育行政の戦略的展開の視点に立った施策立案能力
○多様な主体との連携・協働に向けたネットワーク構築能力
○学習者の特性に応じてプログラムを構築する学習環境設計能力
○地域住民の自主的・自発的な学習を促す学習支援能力

必要な資質・能力
○社会教育行政の中核として、地域の社会教育行政の
企画・実施及び専門的な助言と指導に当たることを通し、
人々の自発的な学習活動を援助すること。

○「学びのオーガナイザー」（※）として、社会教育行政の
みならず、地域における多様な主体の地域課題解決の
取組においても、コーディネート能力やファシリテート能力等
を発揮し、取組全体をけん引する中心的な役割を担うこと。

「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について」
（平成30年12月 中央教育審議会答申）より

※学びのオーガナイザー：様々な主体を結び付け、地域の資源や各主体が
有する強みを活かしながら、地域課題を「学び」に練上げ、課題解決に繋げ
ていく人材。
「人々の暮らしと社会の発展に貢献する持続可能な社会教育システムの構築に向けて」
（平成29年3月 学びを通じた地域づくりに関する調査研究協力者会議 論点の整理）より

「社会教育主事養成の見直しに関する基本的な考え方について」

（平成29年8月 社会教育主事養成等の改善・充実に関する検討会）より
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16

社会教育主事と社会教育士の役割や活動について

社会教育主事 社会教育士

法令におけ
る規定

（社会教育法第９条の２）
都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。
（社会教育法第９条の３）

社会教育を行う者に専門的技術的な助言指導を与える。ただし、命令及び監督を
してはならない。

学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行
う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。

（社会教育主事講習等規程第８条）
修了証書を授与された者は、社会教育士（講習）と称することができる。
（社会教育主事講習等規程第１１条）

修得すべき科目の単位を全て修得した者は、社会教育士（養成課程）と称すること
ができる。

業務・
活動内容

教育委員会事務局が主催する社会教育事業・研修事業の企画・実施、社会教育
施設・社会教育関係団体が実施する事業・活動に対する専門的な指導・助言を通
じ、地域住民の学習活動の支援を行う。

公民館の職員等として社会教育行政の分野で活躍している例もあるが、他の分野
における取組は、概ね社会教育士の各個人により、それぞれの所属や活動の場
（首長部局、民間企業、NPO等）において、各分野の専門性と社会教育の知見を活
かした取組が行われている。

人数 1,451人 ※市町村における配置率40.9% （令和３年10月時点 出典：社会教育調
査）

9,693人（令和６年度時点 出典：文科省調査）

期待される
役割

【現 在】

社会教育行政の中核として、地域の社会教育行政の企画・実施及び専門的技術
的な助言と指導に当たることを通じ、人々の自発的な学習活動を援助する役割を
果たしている。
【今 後】

 上記に加え、社会教育行政のみならず、地域における多様な主体による関連す

る取組全体を踏まえながら、社会教育人材のネットワーク活用しつつ、コーディ
ネート能力やファシリテート能力等を発揮し、他分野の専門職と対等に協働しなが
ら多様な分野と社会教育（行政）をつなぎ牽引する役割を担うことが期待される。
さらに、地域の社会教育人材ネットワークを構築・活性化する役割も担う。

【現 在】

社会教育士は、社会教育施設における活動のみならず、環境や福祉、まちづくり
等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて、人づくりや地域づくりに
関する活動に積極的に携わっていくことが期待される。
【今 後】

各分野における専門性と社会教育の知見を活かしながら、様々な活動に社会教
育としての学びの色彩を加える工夫を行ったり、また社会教育の手法を用いて活
動を支援したりすることで、それぞれの分野の活動を活性化させたり、その意義を
深めたりする活躍が期待される。さらに、地域の社会教育人材ネットワークを活用
することで、社会教育士によって地域の様々な取組がより効果的に推進されるよう
になることが期待される。

求められる
能力・知見

①人と人、組織と組織をつなぐコーディネート能力、②人々の納得を引き出すプレゼンテーション能力、③人々の力を引き出し、主体的な参画を促すファシリテーション能
力を発揮し、社会教育における学びと実践の活動を推進する力

行政としての専門的知見（社会教育計画の策定、社会教育関係団体の育成、   （それぞれの活躍の場において必要な各分野の専門的知見）
学習計画や学習内容の立案・編成に関わる知見など）

地域全体の学びのオーガナイザー
各分野の専門性を様々な場に活かす

学びのオーガナイザー
16



社会教育主事と社会教育士の役割・求められる能力及び知見（社会教育人材部会における整理）

法令におけ
る規定

（社会教育法第９条の２）
都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。
（社会教育法第９条の３）

社会教育を行う者に専門的技術的な助言指導を与える。ただし、命令及び監督をし
てはならない。

学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行
う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。

（社会教育主事講習等規程第８条）
修了証書を授与された者は、社会教育士（講習）と称することができる。
（社会教育主事講習等規程第１１条）

修得すべき科目の単位を全て修得した者は、社会教育士（養成課程）と称すること
ができる。

業務・
活動内容

• 教育委員会事務局が主催する社会教育事業・研修事業の企画・実施、社会教
育施設・社会教育関係団体が実施する事業・活動に対する専門的な指導・助言
を通じ、地域住民の学習活動の支援を行う。

• 学校が地域と連携・協働して行う教育活動に対する求めに応じた助言を通じ、
地域社会の教育力の向上を図る。

公民館の職員等として社会教育行政の分野で活躍している例もあるが、他の分野
における取組は、概ね社会教育士の各個人により、それぞれの所属や活動の場
（首長部局、民間企業、NPO等）において、各分野の専門性と社会教育の知見を活
かした取組が行われている。

人数 1,451人 ※市町村における配置率40.9% （令和３年10月時点 出典：社会教育調
査）

7,047人（令和５年度時点 出典：文科省調査）

行政としての専門的知見（社会教育計画の策定、社会教育関係団体の育成、   （それぞれの活躍の場において必要な各分野の専門的知見）
学習計画や学習内容の立案・編成に関わる知見など）

社会教育主事

地域全体の
学びのオーガナイザー

＝社会教育行政の中核として、地域の社会教育行政の企画・
実施及び専門的技術的な助言と指導に当たることを通じ、人
々の自発的な学習活動を援助する役割

各分野の専門性を様々な場に活かす
学びのオーガナイザー

＝社会教育施設における活動のみならず、環境や福祉、まち
づくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じ
て、人づくりや地域づくりに関する活動に積極的に携わる役割

社会教育士
期
待
さ
れ
る
役
割

求
め
ら
れ
る
能
力
・知
見

行政としての専門的知見（社会教育計画の策定、社会教育
関係団体の育成、学習計画や学習内容の立案・編成に関わ
る知見など）

首長部局、民間企業、NPOなどの
活躍の場において必要な各分野の専門的知見

社会教育における学びと実践の活動を推進するために必要な、

①人と人、組織と組織をつなぐコーディネート能力、②人々の納得を引き出すプレゼンテーション能力、
③人々の力を引き出し、主体的な参画を促すファシリテーション能力

（出典）「社会教育人材の養成及び活躍促進の在り方について」（令和６年６月 中央教育審議会生涯学習分科会社会教育人材部会最終まとめ）

地域における多様な主体による関連する取組全体を踏まえ
ながら、社会教育人材のネットワークを活用しつつ、コーディ
ネート能力やファシリテート能力等を発揮し、他分野の専門
職と対等に協働しながら多様な分野と社会教育（行政）をつ
なぎ牽引する役割を担うことが期待される。
さらに、地域の社会教育人材ネットワークを構築・活性化す
る役割も担う。

各分野における専門性と社会教育の知見を活かしながら、
様々な活動に社会教育としての学びの色彩を加える工夫を
行ったり、また社会教育の手法を用いて活動を支援したりす
ることで、それぞれの分野の活動を活性化させたり、その意
義を深めたりする活躍が期待される。
さらに、地域の社会教育人材ネットワークを活用することで、
社会教育士によって地域の様々な取組がより効果的に推進
されるようになることが期待される。

今
後
期
待
さ
れ
る

役
割
の
方
向
性

17



社 会 教 育 士 に 期 待 さ れ る 役 割 （ イ メ ー ジ 図 ）

○ 「社会教育士」は、教育委員会事務局に配置される「社会教育主事」になるための講習や養成課程を修了した者に与えられる「称号」
です。社会教育主事にならなくても、その能力があることが分かるようにするため、令和２年４月に新設しました。

○ 講習や養成課程で習得したコーディネート能力、ファシリテーション能力、プレゼンテーション能力等を活かし、教育委員会のみならず、
福祉や防災、観光、まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて、行政や企業、NPO、学校等の様々な場で、
人づくりやつながりづくり、地域づくりに中核的な役割を果たすことが期待されています。

「社会教育士」とは？～学びを通じて、人づくり・つながりづくり・地域づくりの中核的な役割を果たします～
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社会教育士の称号の取得・社会教育主事への任用の流れについて

令和元年度以前に
社会教育主事講習又は

社会教育主事養成課程を修了

社会教育主事講習（ ４科目８単位）を修了

（必要な科目と単位数）
・生涯学習概論（２単位）
・生涯学習支援論（２単位）
・社会教育経営論（２単位）
・社会教育演習（２単位）

社会教育主事養成課程
（6科目24単位）を修了

（必要な科目と単位数）
・生涯学習概論（４単位）
・生涯学習支援論（４単位）
・社会教育経営論（４単位）
・社会教育特講（８単位）
・社会教育実習（１単位）
・社会教育演習・社会教育実習・

  社会教育課題研究のうち１科目
以 上（３単位）

社会教育士（養成課程）の称号を取得

大学に入学

社会教育主事講習の受講資格を満たす
①大学に２年以上在学し、６２単位以上修得
②教育職員の普通免許状を所有
③２年以上社会教育主事補等の職にある 等
④４年以上学校で教諭や事務職員の職にある 等
⑤文部科学大臣が①～④と同等以上の資格を有すると認める者

社会教育士（講習）の称号を取得

社会教育主事講習
（ ２科目４単位）を修了

（必要な科目と単位数）
・生涯学習支援論（２単位）
・社会教育経営論（２単位）

教育委員会からの発令により社会教育主事となる

大学に二年以上在学し、
６２単位以上修得

＋
勤務経験（Ａ）１年以上

勤務経験（Ａ）：社会教育主事補、司書、学芸員、その他文部科学大臣が指定する職や業務にあった期間
勤務経験（Ｂ）：学校等の学長、校長、副校長、副学長、学部長、教授、教諭、事務職員 等

大学に二年以上在学し、
６２単位以上修得

＋
勤務経験（Ａ）３年以上

教育職員の普通免許状
＋

勤務経験（Ｂ）５年以上

これらに相当する教養と
経験があると都道府県
教育委員会が認定
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社会教育を推進するための指導者の資質向上等事業
令和7年度予算額  68百万円

 （前年度予算額          71百万円）

➢ 令和2年4月から、社会教育主事講習

の修了者等が、新たに「社会教育士」

と称することができるようになった。

事業内容

◆社会教育法・図書館法の規定に基づき、社会教育

主事に必要な知識・技能を身に付けさせるための講習

を行うとともに、社会教育主事・司書・公民館施設職

員・社会教育士等への資質向上研修を行う。

また、講習の実施に当たっては、受講機会等を確保

するため、ICT技術を活用した講習や、障害を有する

方などが安心して受講できる環境を提供する。

背景・課題

◆第４期教育振興基本計画目標  R5.6閣議決定

受講者の地理的・時間的な制約を軽減する方策など、効果的な方法による講習実施を検討し、
実施機関数 及び 受講機会 の安定的な確保が求められる。

➢ 例年、一定水準の受講があり、

「社会教育士」制度の推進により

受講者が大幅に増加。・人づくり
・つながりづくり
・地域づくり

◆社会教育主事講習「社会教育士」制度の推進による受講者の増加

社会教育人材の養成

地域の課題解決、地域活性化を推進

を担う

地域社会における多様な主体が

学びの担い手として活躍することが期待される。

社会教育主事講習受講者数

が求めらている。

➢ 『地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進』

・持続的な地域コミュニティの基盤形成に向けて

社会に

おける

実施機関数 受講機会

講習等による資格取得

資質向上のための研修

地 域 社 会 で 実 践

指導者の

養成

スキル

アップ

人づくり・つながりづくり・地域づくりの推進による住民一人
一人の暮らしの向上、地域課題解決による地域の活性化

・社会教育主事の着実な配置と社会教育士の養成
・多様な主体による地域の学習機会の充実
・現代的課題を捉えた専門人材の育成

・社会教育主事講習修了者等の安定した輩出

・資質向上のための研修の充実

アウトプット（活動目標） アウトカム（成果目標） インパクト（国民・社会への影響）

研修・講習名 詳細 件数・単価 対象

１ 社会教育主事講習
社会教育主事の資格を付与
する講習を大学等に委嘱
して実施

（委託実施分15箇所）
＠約230万円 等

社会教育主事等の資格を取得しよう
とする教育委員会の職員、教職員等

２ 社会教育人材等専門研修

オンデマンドも活用し、社会
教育人材の資質向上を図る
ための研修を実施。研修を
通じて様々な地域課題の解
決を図る

各種研修により
異なる

社会教育主事、社会教育士、
図書館長・司書、公民館職員等

件名 目的 内容

１
社会教育人材の活躍促進
のための支援等

社会教育人材の更なる活躍促進に向けて、
関係者の資質向上やネットワーク構築、
実践事例の横展開等を図るため、表彰や
フォーラムの実施、情報提供等を行う

優良公民館表彰・社会教育功労者表彰・
フォーラムの実施、Webサイト等を
活用した普及・啓発、情報提供 等

社会教育士の称号付与者数

R2 R3 R4 R5

706人 1,750人 2,070人 2,521人

R１

906人

R５

1,548人
約1.7倍

（担当：総合教育政策局地域学習推進課）

社会教育人材（社会教育主事、社会教育士、新任図書館長、司書、公民館職員等）の養成・研修

社会教育人材の活躍促進を図るための支援等（社会教育の裾野の拡大）



社会教育主事講習の実施概要（国の委託費による講習）

令和７年度講習実施機関（文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関において実施）

①国の委託費による講習
新たに社会教育主事となりうる資格を得るために、４科目（生涯学習概論・生涯学習支援論・社会教育経営論・社会教育演習）を開設して実
施。社会教育主事の任用資格の科目が一括で取得できることから、社会教育主事として任用予定・候補者が優先される。

※  ①オンライン、②オンデマンド、③対面（複数の記載がある場合は、組み合わせて実施）

機関名 期間 主な曜日 主な時間帯
実施方法（※）

定員
① ② ③

1 北海道立生涯学習推進センター
【A】7月3日～8月27日 平日 日中 ○ 〇 125人

【B】10月25日～1月18日 土日 日中 ○ ○ 125人

2 岩手大学 7月14日～8月7日 平日 日中 ○ ○ 50人

3 東北大学 6月12日～8月9日 平日/土 日中 ○ ○ 80人

4 宇都宮大学 7月22日～8月8日 平日 日中 ○ ○ 80人

5 新潟青陵大学短期大学部 7月29日～8月22日 平日 日中 〇 〇 60人

6 福井大学 7月12日～10月20日 平日/土日 日中 ○ ○ 60人

7 三重大学 7月24日～8月22日 平日 日中 ○ ○ ○ 80人

8 神戸大学 7月26日～8月27日 平日/土祝 日中 〇 ○ 50人

9 岡山大学 7月14日～8月8日 平日/日 日中 〇 〇 〇 60人

10 広島大学 7月21日～8月19日 平日 日中 〇 〇 50人

11 島根大学 7月19日～1月24日
(1)平日
(2)土日

(1)夜間
(2)日中

○ ○ ○ 50人

12 高知大学 7月19日～8月27日 平日/土日 日中 ○ ○ 40人

13 九州大学 7月21日～8月12日 平日/土 日中 〇 ○ 80人

14 熊本大学 7月15日～8月8日 平日/土 日中 〇 ○ ○ 40人

15 国立教育政策研究所
【A】7月11日～8月28日 平日 日中 ○ ○ ○ 116人

【B】1月16日～2月20日 調整中 21



社会教育主事講習の実施概要（国の委託費によらない講習）

令和７年度講習実施機関（文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関において実施）

②国の委託費によらない講習
社会教育主事に必要な４科目のうち、全部または一部の科目を実施。①のような優先は特段設けられない。実施機関は受講料を徴収
することができる。

※①オンライン、②オンデマンド、③対面（複数の記載がある場合は、組み合わせて実施）

機関名 期間 主な曜日 主な時間帯
開講科目 実施方法（※）

定員生涯学習
概論

生涯学習
支援論

社会教育
経営論

社会教育
演習 ① ② ③

1 宇都宮大学 8月21日～11月24日 平日/土日祝 日中 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 30人

2 大東文化大学 10月2日～1月22日 平日 夜間 〇 〇 ○ 30人

3
社会構想大学院

大学

4月15日～1月20日 平日 夜間 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ 30人

4月19日～8月31日 土日 日中/夜間 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ 50人

7月29日～8月31日 平日/土日 日中 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ 50人

9月30日～2月8日 平日/土日 日中 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ 30人

9月27日～2月8日 土日 日中/夜間 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ 50人

4
新潟青陵大学
短期大学部

6月17日～12月14日 平日/土日 日中/夜間 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 60人

5 新潟産業大学 10月1日～2月28日 平日/日 日中 〇 〇 〇 〇 〇 〇 50人

6 福井大学 7月29日～8月8日 平日 日中 〇 〇 ○ 20人

7 神戸大学 8月2日～8月26日 平日/土 日中 〇 〇 〇 ○ 5人

8 高知大学 8月16日～8月25日 平日/土日 日中 〇 〇 ○ ○ 10人

9 九州大学 7月21日～8月12日 平日/土日祝 日中 〇 〇 ○ ○ 30人

10 放送大学 10月1日～1月20日
演習は土曜日にオンライン
または対面にて実施

〇 〇 〇 ○ ○ 80人
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社会教育主事養成課程の概要

文部科学省令で定められた社会教育に関する科目（生涯学習概論・生涯学習支援論・社会教育経営論・社会教育
特講・社会教育実習・社会教育演習、社会教育実習又は社会教育課題研究のうち一以上の科目）を大学が実施。

＜社会教育主事の養成に関する科目を開講している大学（令和７年度）＞
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令和６年度社会教育主事・司書・公民館職員に関する研修事業
○国立教育政策研究所社会教育実践研究センターと共催して実施しているもの

・図書館地区別研修
情報化の進展など図書館に関する最新のテーマや
地域における課題等について研修を行い、図書館
における中堅の司書としての力量を高めることを目
的とする。

・公民館職員専門講座
  公民館職員として必要な高度かつ専門的な
知識・技術について研修を行い、地域の
指導者的立場にある公民館職員とし ての
力量を高める。

「ウェルビーイングの実現に向けた公民館の在り方
－共に学び支え合う公民館－」

・講座期間：令和6年10月16日～10月8日
・受講対象：公民館、公民館類似施設の館長

 及び職員、社会教育主事、生涯学習
関連施設職員等の経験が1年以上

  ある者等
・ 受講者数：39名

・社会教育主事専門講座
  社会教育主事として必要な高度かつ専門的な
知識・技術に関する研修を行い、都道府県の
指導者的立場にある社会教育主事としての
力量を高める。

「共に学び支え合う生涯学習・社会教育－ウェ
ルビーイングの実現に向けた社会教育の取組
－」
・期間：令和6年11月14日～11月19日
・対象：勤務経験が１年以上の社会教育主事等
・受講者数：45名

・図書館司書専門講座
 司書として必要な高度かつ専門的な知識・技術
に関する研修を行い、都道府県・指定都市等
での指導的立場になりうる司書及び図書館経 
営の中核を担うリーダーとしての力量を高める。

「ウェルビーイングの実現に向けた図書館の学
び合い・支え合い」

・講座期間：令和6年6月6日～6月19日
・受講対象：図書館法第2条に規定する図書館

  に勤務する司書で、勤務経験が
おおむね7年以上で指導者的立場

  にある者
・受講者数：68名

○公募により委託して実施しているもの

・新任図書館長研修

新任の図書館長等に対し、図書館の管理・運営，
サービスに 関する専門知識や，図書館を取り
巻く社会の動向等について研修を行い，図書館
運営の責任者としての力量を高めることを目的
とする。

・実施機関：筑波大学
・開講形式：オンライン形式（全国に配信）
・講習期間：令和6年9月18日～9月20日
・受講対象：公立図書館の館長・副館長に就任し

て1年未満の者
・受講者数：198名（令和5年度実績）

実施機関名(予定) 講習期間 開講形式

1 北海道教育委員会
令和6年11月19日～

11月22日
対面

2
神奈川県
教育委員会

令和6年12月10日～
12月13日

対面

3 岐阜県
令和6年12月3日～

12月6日
対面・

オンライン

4 堺市教育委員会
令和7年1月29日～

1月31日
対面

5 広島県教育委員会
令和6年12月10日～

12月13日
対面・

オンライン

6 福岡県教育委員会
令和7年1月29日～

1月31日
対面

・社会教育士フォローアップ研修

社会教育士等を対象としたフォローアップ研修を
実施し、社会教育士等の継続的な学習機会の
確保及び地域における社会教育人材ネットワー
クの構築を目指す。

＜テーマ＞
・北海道教育委員会

「持続可能な社会の実現に向け、地域の可能性を引き出
す学びをつくる社会教育のあり方」
・和歌山県教育委員会

「これからの社会教育施設の可能性」「なんとなくから始ま
る大人の学び」

実施機関名 講習期間 開講形式

1
北海道

教育委員会
令和6年8月30日～

10月4日
対面・

オンライン

2
和歌山県
教育委員会

令和6年7月5日～
10月2日

対面

・受講者数：629名（6機関合計・令和5年度実績）

※この他、各都道府県教育委員会の社会教育主
事を対象として、令和6年度より「社会教育主事
の会交流研修会」を実施
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社会教育主事講習のデジタル化に向けた動き

デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン（デジタル行政臨時調査会（令和４年６月３日））

社会教育主事講習及び社会教育主事養成課程におけるデジタル化の進展を踏まえた対応について
（令和５年３月31日文部科学省総合教育政策局地域学習推進課通知）

１．社会教育主事講習及び社会教育主事養成課程で取り扱う内容へのデジタル技術の進展の反映について

社会教育におけるデジタル技術の活用促進や、デジタルデバイドの解消を進めるため、いずれかの科目において、デジタル技術の進展を反映した社会教
育の意義と展開、デジタル技術を活用した効果的な学習支援方法やネットワーク形成等についての内容を令和６年度から取り扱うこと。

２．社会教育主事講習の受講や受講手続きのオンライン化について

社会教育主事講習の受講を希望する者のニーズに対応して十分な講習を行うことができるようオンラインを活用した講習の実施などの取組を進めてい
く必要があることから、社会教育主事講習実施機関においては、受講者のニーズや科目の目的、特性等も踏まえながら、講習実施機関の実施に応じ、オ
ンラインの活用をご検討いただくこと。

デジタル行政臨時調査会において、代表的なアナログ規制を７項目上げた上でその７項目のうちのひとつとして対面講習についてデジタル化を推進
するよう指示。

遠方に居住する場合であっても来訪が求められていたが、見直しにより、どこでも受講できるようになることで利便性が向上される。

文部科学省より、社会教育主事講習実施機関（過去に実施した機関も含む）に対して、以下の２点についてデジタ
ル化の進展を踏まえた対応の通知を令和４年度末に発出。

今後の生涯学習・社会教育の振興方策（令和５年３月８日第134回中央教育審議会総会文部科学省報告資料）

〇デジタル技術の進展を踏まえた社会教育主事講習等の内容の見直し

・社会教育におけるデジタル技術の活用促進や、デジタルデバイドの解消を進めるため、社会教育主事講習及び社会教育主事養成課程の講義内容に
デジタル技術の進展を反映する。

〇社会教育主事講習・司書及び司書補の講習、学校図書館司書教諭講習のオンライン化の推進

・社会教育主事講習、司書及び司書補の講習、学校図書館司書教諭講習の受講やその手続きについて、希望する受講者がオンラインでの受講やその
手続きができるよう、講師や受講者の間での双方向性の確保にも配慮した上で、講習実施機関にデジタル技術の活用を促す。
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令和７年度社会教育主事講習の実施概要

・社会教育法第９条の５に基づき、文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関において実施
・多くの機関が、オンラインによる方法を取り入れて講習を実施。一部機関ではフルオンライン受講が可能
・多くの機関が夏季休業期間を中心に開講しているが、土日・夜間を活用し、通年で開講している機関も一部ある

①国の委託費による講習
 新たに社会教育主事となりうる資格を得るために、４科目（生涯学習概論・生涯学習支援論・社会教育経営論・社会教育演習）を開講

＜参考＞ 社会教育主事養成課程設置大学・・・１１２校（令和７年４月１日現在）
（内訳） ・国立大学 ３１校 ・公立大学 ６校 ・私立大学 ７３校 ・短期大学（部） ２校

実施機関数 実施方法 実施機関名

国の委託費に
よる講習

１５機関

定員合計
１，６５０名

フルオンライン（２機関）
北海道立生涯学習推進センター、
社会教育実践研究センター（オンラインコース）

オンライン・対面の併用
（１４機関）

岩手大学、東北大学、宇都宮大学、新潟青陵大学短期大学部、
福井大学、三重大学、神戸大学、岡山大学。広島大学、
島根大学、高知大学、九州大学、熊本大学、
社会教育実践研究センター（通常コース）

②国の委託費によらない講習
   実施機関の判断により、１から４科目の開設を可能とした上で、複数年（最大５年間）での開講や受講料の徴収が可能

実施機関数 実施方法 実施機関名 ＊全：4科目、支：生涯学習支援論、経：社会教育経営論

国の委託費に
よらない講習

１０機関

定員合計
５２５名

フルオンライン（３機関）
大東文化大学（支・経）、社会構想大学院大学※（全）、
新潟産業大学（全）

オンライン・対面の併用
（６機関）

宇都宮大学（全）、新潟青陵大学短期大学部※（全）
神戸大学（支・経）、高知大学（支・経）、九州大学（支・経）、
放送大学（支・経）

対面のみ（１機関） 福井大学（支・経）

※社会構想大学院大学は、オンライン・オンデマンド・対面から選択可能

26



令和６年度 地方分権改革に関する提案について

提案事項（提案団体）

司書教諭の設置義務の緩和（八王子市）

令和６年の地方からの提案等に関する対応方針

（12）学校図書館法（昭 28 法 185）
司書教諭（５条）については、業務負担の軽減及び地方公共団体における柔軟な人事

配置に資するよう、司書教諭講習修了者の増加を図るため、以下の措置を講ずる。

・司書教諭講習については、オンライン及びオンデマンドを活用し、実施時期について
柔軟な対応を検討するよう、大学及び地方公共団体に令和６年度中に通知する。

・司書教諭講習相当科目を大学の教職課程において選択科目として取り入れるよう、
大学に令和６年度中に協力要請を行う。

・司書教諭講習修了者が特定の教科の教諭に偏らないよう、多様な教科における学校図
書館の活用事例について、地方公共団体に令和６年度中に周知する。

【令和６年１２月２４日閣議決定】
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学校図書館司書教諭講習の実施状況について

オンライン オンデマンド
併用

（対面・オンライン）
対面

【２機関】
埼玉大学、
栃木県総合教育
センター

【２機関】
放送大学、
大阪教育大学

【11機関】
北海道教育大学、東京学芸大学、
新潟大学、上越教育大学、富山
大学、信州大学、静岡大学、愛知
教育大学、やまぐち総合教育支援
センター、鳴門教育大学、琉球大
学

【16機関】
宮城教育大学、筑波大学、福井大学、
山梨大学、岐阜大学、三重大学、京都
教育大学、奈良教育大学、広島大学
香川大学、愛媛大学、高知大学、福岡
教育大学、長崎大学、熊本大学、宮崎
大学、鹿児島大学

＜令和７年度の講習実施方法＞

・講習実施機関の実情や判断により、１～５科目での開設 ⇒

・学校が夏季休業中である7月末～8月中に開催が集中

＜実施状況＞

※放送大学は定員設定がないため定員に含まず（機関数、修了者数には含む）。例年500～700程度が修了。

修了者数が定員を上回るのは、大学で司書教諭の相当科目を修得し、実施機関で修了手続を受けた者を含むため。

年度 実施機関数 定員 修了者数

令和３年度 ３３機関 1,550人 5,175人

令和４年度 ３３機関 1,365人 5,211人

令和５年度 ３３機関 1,514人 4,864人

令和６年度 ３２機関 1,500人 4,836人

令和７年度 ３１機関 1,490人 －

※令和7年度 1科目：５機関 2科目：13機関
計31機関   3科目：10機関 5科目：３機関

※一部の機関は、9月の連休に実施
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社会教育人材部会最終まとめを踏まえたこれまでの主な対応

◼ 都道府県・市町村教育委員会、首長部局、大学等に対し、中央教育審議会生涯学習分科会社会教育人材部会
「社会教育人材の養成及び活躍促進の在り方について（最終まとめ）」を踏まえた対応について（令和６年
７月１１日付け６教地推第４９号地域学習推進課長通知）を発出し、主に以下を依頼・周知

〔社会教育人材の養成に係る改善方策〕
• 社会教育主事講習の定員拡大
• デジタル化への対応を含め、受講者のライフスタイルやニーズに応じた多様な受講形態の促進等による受講者の選択肢の拡大
• 社会教育主事養成課程における他分野専攻の学生や社会人が履修しやすくなるような取組の促進、社会教育実習におけるハラスメントの予防
やその発生時の対応

〔社会教育人材の活躍に係る改善方策〕
• 社会教育主事の配置促進（計画的な人材育成・人材の確保、都道府県教育委員会による派遣社会教育主事制度の活用を含めた未配置市町村へ
の配置促進）

• 社会教育士の認知度向上や有用性（首長部局も含めた事例の周知）
• 社会教育士の活躍場所の拡大（地域学校協働活動推進員等としての登用、社会教育施設への配置、指定管理者公募時の条件・評価対象化等）
• 社会教育人材のネットワーク化（社会教育主事が中心となった都道府県・市町村等の地域単位のネットワークの構築・活性化等）
• 旧制度における受講者の社会教育士の称号取得の促進（多様な受講形態での講習の提供、魅力ある講習内容の充実）
• 社会教育士の称号が付与された旨を明確化した修了証書の発行
• 継続的な学習機会の確保（研修のオンデマンド配信等）

◼ 社会教育主事講習科目の履修に相当する水準を有すると認める学修に関する基準（令和６年１０月１０日文
部科学大臣決定）の制定

• 民間の資格等の内容に応じて、社会教育主事講習科目の一部を免除できるよう、科目代替を認める文部科学大臣の認定基準を決定
• 法人格を有する団体等の申請により、認定を受けた一定の学修が、講習の科目の一部として活用可能となる（令和７年度～）

◼ 社会教育主事と社会教育士等の配置・在り方に関する調査研究（令和６～８年度）
社会教育人材部会最終まとめにおいて、社会教育主事の配置促進や社会教育士の活躍促進に向けて、国は、市町村における社会教育主事の配

置の好事例等の周知や、社会教育士の活躍事例の収集・ロールモデルの提示が必要であるとされたことを踏まえ、国立教育政策研究所社会教育実
践研究センターにて調査研究を実施中。
社会教育の担い手である社会教育主事・社会教育士について、社会教育主事の役割や職務、また、社会教育士への期待及び活躍状況等の実態

を把握し、社会教育主事の配置の必要性や社会教育士の活躍場面等を明らかにすることを目的としている。

◼ 社会教育士フォローアップ研修の実施
• 社会教育士の継続的な学習機会の確保のため、教育委員会に委託しフォローアップ研修を実施（R６：2機関 R7：9機関）
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社会教育主事講習の科目代替（大臣認定学修）の認定について

１．制度の趣旨・概要
社会教育主事講習の多様な受講ニーズ等を踏まえ、受講機会の拡大等を目的に、社会教育主事
講習等規程第７条第３項に規定する学修を定める件（平成21年文部科学省告示第126号）第2条に
基づく大臣認定学修（文部科学大臣が社会教育主事講習科目の履修に相当する水準を有すると
認める学修）として認定するもの。

4．令和7年度の認定について
・申請団体 ： １件（公益社団法人全国子ども会連合会）
・大臣認定学修の名称 ： 「地域推進コーディネーター研修」（2単位、30時間）
・相当する科目 ： 「生涯学習支援論」
・適用 ： 令和７年度実施分から

   

・実施主体は、①国、②地方公共団体、③大学、高等専門学校又は専修学校（専門課程）、④法人
格を有する団体。
・科目は、①「生涯学習概論」、②「生涯学習支援論」、③「社会教育経営論」、④「社会教育演習」
のうち、１科目～４科目を選択して実施。    

2．申請の時期
申請の受付は、認定を受ける年度の3ヶ月前まで（前年度の年末〆切）    

3． 認定の取消について
  ①当該学修が廃止された場合
  ②申請書の内容に虚偽があった場合
  ③基準違反による是正勧告にもかかわらず、基準を満たしていない状態となった場合
  ④実施主体において、文部科学省の信用を傷つける行為が認められた場合  
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社会教育士制度の広報活動 ～多様な広報ツールを活用～

１．社会教育士特設サイト

社会教育士制度をより多くの人に知ってい

ただき、広く活用していただくため、令和３年

８月１９日（木）、俳優・タレントの村井美樹さ

んを社会教育士応援大使（※令和５年４月１

日からは「社会教育応援大使」に名称変更）

に任命しました。

４．俳優・タレントの村井美樹さんを応援大使に任命

福祉・防災・観光・多文化共生など様々な分野で活躍する
社会教育士のＰＲ動画を公開しています。

２．社会教育士ＰＲ動画

社会教育士の活躍紹介を中心に、全国の社会教育現場や社会教育に
関わる人など、社会教育について様々な角度からお届けする社会教育
士noteを令和３年４月に開設し、定期的に更新。
現在、フォロワー数約 1,200人。

３．社会教育士ｎｏｔｅ

令和２年度から新たに始まった「社会教育士」への社会的な関心を高め、多様な場で活用されるようになるこ
とを目指し、様々な分野の社会教育士の活躍を特設サイトやＰＲ動画等で紹介しています。

村井美樹さん プロフィール
俳優・タレント 出身地・京都府 早稲田大学教育
学部を卒業。 テレビ番組のコメンテーターやレポー
ター、また、クイズ番組や漢字に強い高学歴知性派
タレントとして活躍。鉄道ファン・歴史好きで旅番組や
歴史番組にも多数出演。 社会教育主事養成課程の
修了者。学芸員有資格者。

社会教育士への社会的な関心を高め、今後、多様な場で活用されるようにな

ることを目指し、令和３年２月に特設サイトを開設しています。

 特設サイトではマンガやイラストを使って社会教育士の専門性などを分かりや

すく説明しています。
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「ゆるやかなつながり」の創出
地域活動の担い手不足への不安や高い子どもの貧困率、急激な
外国人留学生の増加による住民との軋轢など、様々な地域課題
を解決するため、地域コミュニティの再構築をめざす。

コミュニティを「自分らしくいられる居場所」と捉え、興味関心や利
害、情報を共有しながら共に活動をしていけるよう、様々な“魅力
ある楽しい活動”や“届ける活動”づくりを推進。ユニークかつ創造的
なプログラムから「ゆるやかなつながり」へ。

近隣自治会長や民生委員、学校、利用者団体連絡協議会長、地域住民有志等から

なるＮＰＯ法人として指定管理を受け館を運営。地域課題に対応するために、青年層や

在住外国人、ひとり親世帯など、ひごろ公民館に足を運ぶことが少ない層への取組に加

え、多様な主体と連携した取組を推進。

取組の
概要と特長

全ての人に開かれた公民館（沖縄県那覇市若狭公民館）

社会教育主事任用資格の活用

公民館の概要

• エリアの人口：約3万人（約1万5千世帯）

• 若狭公民館は「ＮＰＯ地域サポートわかさ」が

指定管理者として運営。社会教育主事有資格

者の館長を含む6人のスタッフで運営。

“魅力ある楽しい活動”を軸とした新たなコミュニティづくり～「なは防災キャンプ」

行政機関

なは防災キャンプ
公民館

多様な主体との連携でプログラムが充実

災害ボランティア
経験者

キャンパー

ペットコミュニティ 防災士

防災ＮＰＯ

大学
コンソーシアム

地域
自治会

「なは防災キャンプ」について
「誰でも、簡単に、楽しみながら学べる」をコンセプトに2019年1月
にトライアル版を実施して以降、春～冬の季節ごとに計5回実施。
非日常の空間やキャンプのノウハウ、野外活動等を楽しみながら、
防災や災害時の対応を学ぶことができる。

防災の専門家や行政によるブースだけでなく、キャンパーが設置し
たシェアキッチンでの持ち寄り食材調理やテント設置の体験ブース、
ペット防災に関するブース、避難所でもできる子供向け遊びブース
等、様々な方の知識や特技を防災的観点から活かしている。

【関わる多様な機関と 相談から生まれた企画例】
南極観測隊ＯＢ「南の島の南極教室」
地域音楽団体「ジュニアジャスオーケストラ那覇ウエスト」 
映画制作会社「子ども国際映画祭」
大学生「土曜朝塾」（教員志望学生のインターンも受け入れ）
ＮＰＯ法人「無料英会話教室」（就学援助世帯及びひとり親世帯の児童・生徒対象）

多様な機関・団体との連携

公民館報やホームページ、SNS等において、予定だけでなく取組

の結果や地域情報など多角的な発信を重ねることで、公民館で

の活動に興味を持つ多様な機関・団体との連携が実現。

ゆるやかなつながりの創出×様々な人材×地域課題へのアプローチ
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都道府県における社会教育士制度の活用促進（千葉県教育庁）

 教育委員会事務局や首長部局、企業、ＮＰＯ等の社会教育に携わる多
様な主体の中で、連携・協働して人づくりや地域づくりに活躍することが期待され
る「社会教育士」の周知・活用に資するチラシを作成し、県ホームページへの掲
載、関係機関等への配布を行っている。

社会教育主事講習や養成課程で培われる知識
や能力を維持し、高めていくためには、日々の実践
に加えて現職研修が重要となることから、千葉県で
は、社会教育主事・社会教育士の現職研修の場
として、生涯学習センターで実践研究交流会を実
施している。

令和3年度は、さわやかちば県民プラザにおいて、
社会教育主事・社会教育士、社会教育主事有資
格者等を対象とした、事例発表や討議・情報交換
等を通して社会教育主事・社会教育士の役割につ
いて理解を図る研修会を実施した。今後は、求めら
れるスキルを維持・増進するための研修も検討中。

〇 社会教育士周知チラシの作成・配布

〇 社会教育主事等実践研究交流会の実施

社会教育主事の配置状況等

市町村教育委員会における社会教育主事の

配置は、平成18年度には、97名（42市町/56

市町村）であったが、令和3年度には45名（31

市町/54市町村）に減少しており、この傾向は

近年継続している。

社会教育士に関する関心の高まり

・ 令和2年度から始まった「社会教育士」の称号を取得することを目的とし

た、社会教育主事講習についての千葉県への問い合わせが増加している。

・ 社会教育関係団体やNPOの方、企業の社員、市職員、大学生など、

 幅広い層からの問合せが増えている。

社会教育主事は、人事異動等で相互の繋がりが途
切れてしまうこともあり、社会教育士に至ってはその把握
すら難しい現状がある。このため、社会教育主事や社
会教育士同士のネットワークを構築し、連携等が図ら
れるよう、社会教育主事有資格者及び社会教育士の
うち希望者によるメーリングリストを運用している。この
メーリングリストを活用し、研修情報等を情報提供して
いる。今後は、相互の情報交換が可能となるような仕
組みや社会教育士の活用に繋がる仕組みも検討中。

〇 社会教育主事有資格者及び社会教育士のメーリングリストの運用

社会教育士社会教育士

社会教育士
社会教育主事

 また、県のホームページで社会教育主事講習
の受講に関する情報や社会教育士に求められる
役割などを掲載し、情報提供を行っている。

〇 千葉県ホームページでの情報提供

ネットワークの構築

R3年度 実践研究交流会

学校版、社会教育施設版

行政版、企業・NPO版と

対象者ごとにチラシを作成

（ 企業・NPO版 ）

（ 学 校 版 ）

千葉県教育委員会のホームページ



取組の概要と特長

社会教育主事講習を受講した公民館主事が、身につけた社会教育に関する体系的な知識等の専門性

や他地域のさまざまな事例等を参考に、自治体の社会教育主事と連携。新たに子供たち向けの体験的

教育プログラム「のむらチャレンジ隊」をスタートさせた。館だよりやSNS等での発信の積み重ね等をきっかけ

として、地域内外の多様な主体が関わる活動に発展。地域ネットワークの深まりに寄与した。

様々な主体との連携による取組の充実～「のむらチャレンジ隊」

多様な体験、学習活動を通して、子供たちの健全育成につなげていく活動と
して開始。館だよりやＳＮＳ等での丁寧な発信が各方面からのタイアップ
依頼につながるようになり、様々な企画が展開。
その後も、子供たちが自ら企画立案し、より主体的に活動を進めていけるよう
プログラム内容の工夫や中高生による活動「N-ジオチャレ」等を展開。

●漁協「鮎つかみ取り」 ・ 域内の各商店「はんこづくり」「ケーキづくり」

他地区公民館「陶芸体験」 ・ 食品開発グループ「マヨネーズづくり」

農業協力者「ジャガイモ・さつまいもほり」 ・ 市観光部局「ジオサイクリング」

域内の神社「“まつり”としての田植え～もちつき」 ・・・ 等

●“軽トラ市”への参加（体験による収穫から製品化・販売の工夫）

●ジオパークを活用した地域づくり（中高生によるスタッフ参加等）

【「のむらチャレンジ隊」のタイアップ先と活動・さらなる展開】

地域ネットワークが発揮する力～平成30年7月豪雨災害時の対応等

野村地域も被災し、避難所が開設された。
予定されていた夏休みのイベントや行事は中止となったが、有資格公民館主
事や社会教育主事が中心となって構築してきた地域ネットワークが活かされ、
NPOや民間企業等と連携した子供たち向けの教育プログラムが実施されるな
ど、災害時においても地域資源を最大限活用した取組が進められた。
また、小学校区ごとに設置されている地域づくり組織にも社会教育主事有資
格者が参加し、次世代を担うメンバーの育成やネットワークづくりを進めている。

社会教育主事の配置状況等
愛媛県西予市 人口：約38,000人

西予市職員約560人のうち、社会教育主事

有資格者31名。（うち2名発令）

30歳前後の市職員を公民館主事に配属し、

積極的に社会教育主事講習に派遣。

地域総がかりで子供たちを育む環境醸成（愛媛県西予市野村地区）

企業による教育プログラム

有資格の公民館主事

社会教育主事 他地区公民館観光部局

商店

のむらチャレンジ隊

「軽トラ市」参加

卒業生の発展的活動
「Ｎ‐ジオチャレ」

子供たちの企画立案に
よる主体的な取組への
発展・新たな連携

農業協力者

公民館

様々な主体との連携と「のむらチャレンジ隊」

地域ネットワークと地域づくり組織

公民館

有資格
公民館主事

社会教育主事

市職員等

教育委員会等 地域・民間

ＮＰＯ・事業者
農協・漁協
企業 等

平時・有事に限らない連携の取組

次世代の担い手育成・

ＳＮＳ等による発信

漁協

【社会教育士の活躍が期待されるフィールド】 ※社会教育主事有資格者の活用事例



学校づくりを担う一員として、地域等とも連携・協働しながら、課題解決に取り組む教員の採用を図る観点から、教員採用検査

の第１次検査（筆記）において、社会教育士・社会教育主事講習を修了した者に対し、加点を行うこととした。

教員採用検査における活用の取組

・令和８年度教員採用検査より、第１次検査（筆記）において、社会教育士・社会教育

 主事講習を修了した者に対し、５点の加点を行うこととした。

社会教育人材の活用事例（北海道教育委員会）

取組の概要と特長

北海道が求める教職員像

◎教育者として、強い使命感・倫理観と子どもへの深い教育的愛情を常に持ち続ける教員
◎教育の専門家として、実践的 指導力や専門性の向上に、主体的に取り組む教員
◎学校づくりを担う一員として、地域等とも連携・協働しながら、課題解決に取り組む教員

受検区分・教科
（科目）

資格等の内容 証明書類

全受検区分 次のいずれかに該当する者
・社会教育主事講習を修了した者
・社会教育主事養成課程を修了した者（大学
において文部科学省令で定める社会教育に関す
る科目の単位（24 単位）を修得した者）

社会教育主事講
習の修了証書の
写し又は社会教
育主事養成課程
の単位取得証明
書

出所：「令和８年度（2026 年度）北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考検査実施要領」より作成

R7.5.7作成

【社会教育士の活躍が期待されるフィールド】 ※社会教育主事有資格者の活用事例



社会教育人材（社会教育士等）の活動事例

今後、社会教育施設や学校、行政、民間など様々な場で、地域の学びと実践をコーディネートする社会教育人材の活躍が期待される

社会教育学校図書館 （埼玉県さいたま市）

〇 地域住民等の学習ニーズ等を踏まえた事業実施（講座の開設等）

〇 地域住民・団体が行う事業・活動等の企画ウ運営上の相談対応

社会教育士を取得したことによる効果・成果

学校図書館（司書）の役割・業務

社会教育（士等）の視点

〇 学校図書館の運営に必要な専門的・技術的な職務

〇 学校図書館を活用した授業やその他の教育活動を教員等とともに進める

等

〇 公民館と連携して「ビブリオバトル」などの読書活動を実施することで、中学生・

高校生が、多様な年代と関わることができる場である公民館にあらためてつ

ながる（高校と公民館の連携、生徒の多世代交流の機会）

具体の取組・活動

〇 司書の専門性を活かし、本を通じて自校の生徒を地域の多様な人や施設・

団体とつなげることで、地域と協働・連携することができる

〇 学校図書館の機能を活かし地域とつながることで、自校の生徒だけでなく貧

困などの課題を抱える子供たちに本を届ける取組を推進できる

〇 ネットワークを生かして地域のNPO活動等にも関わり、子供たちの居場所に

本を届ける活動に参画

〇 本と人をつなげるために、図書館関係者

以外の人とのつながりづくりを積極的に

展開（Youtubeラジオなど）

社会教育防災行政 （北海道恵庭市）

〇 地域住民等の学習ニーズ等を踏まえた事業実施（講座の開設等）

〇 地域住民・団体が行う事業・活動等の企画ウ運営上の相談対応

社会教育士を取得したことによる効果・成果

防災行政（職員）の役割・業務

社会教育（士等）の視点

〇 自治体の防災計画等の策定

〇 防災マニュアル（避難所運営マニュアル等）の作成・周知

等

〇 地域全体で「共助」を行動に移せるところまで理解してもらうため、防災マニ

ュアルの作成過程で、学習テーマを「避難所」、学ぶためのツールを「マニュアル

づくり」とした地域住民が参加する「防災学習会」を実施（住民同士の協議

が、「次はどうする？」と自発的・発展的に展開するところまで促す）

具体の取組・活動

〇 災害時に、「行政がなんとかしてくれるだろう」ではなく、自分ごととして主体的に

動いてもらうためには、住民同士の学び合いの中で気付きを促す社会教育

のノウハウや専門性を活用することが効果的

〇 地域のキーパーソンの発掘・育成など、地域との関係性を高めることが重要

〇 社会教育主事時代に築いた地域との

つながり・関係性を生かして、既存の

地域のラウンドテーブルの活用や新たな

組織的な活動の構築、市民への効果

的な情報伝達を実施
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今後、社会教育施設や学校、行政、民間など様々な場で、地域の学びと実践をコーディネートする社会教育人材の活躍が期待される

社会教育人材（社会教育士等）の活動事例

社会教育農業・地域づくり （島根県安来市）

〇 地域住民等の学習ニーズ等を踏まえた事業実施（講座の開設等）

〇 地域住民・団体が行う事業・活動等の企画ウ運営上の相談対応

社会教育士を取得したことによる効果・成果

農村RMO(※) の役割・業務

社会教育（士等）の視点

〇 複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動

と併せて、生活支援等地域コミュニティの維持に資する取組を行う

〇 地域ビジョンの作成に向けて、地域の主要産業である農業活性化についての

アンケートを全世帯で実施

具体の取組・活動

〇 主要産業である農業に加え、地域全体の活性化を図るためには、農業関係

者だけでなく、地域住民全体を巻き込んでいく必要がある

〇 地域運営組織にも農業関係者だけでなく、幅広い人材が必要

〇 そのため地域住民の話し合いの場を創出することが効果的

〇 住民が中心となって話し合いを進めるにあたって、県からの派遣社会教育主

事がオブザーバーとなり、公民館と連携して、世代別・全世代のワークショップ

などをコーディネート

〇 話し合いを通じて、地域全体にビジョンが浸透。

新しい人のつながりと新たな人材発掘・育成に

つながり、農村RMOにも幅広い人材が参画

（※農村型地域運営組織）

社会教育公民館 （大阪府貝塚市）

〇 地域住民等の学習ニーズ等を踏まえた事業実施（講座の開設等）

〇 地域住民・団体が行う事業・活動等の企画ウ運営上の相談対応

社会教育士を取得したことによる効果・成果

公民館（主事）の役割・業務

社会教育（士等）の視点

〇 地域住民の学習ニーズ等を踏まえた事業の企画・実施（講座の開設等）

〇 公民館を活用して地域住民・団体等が行う活動の企画運営上の相談対応

等

〇 地域住民が参加してくれるのを待つのではなく、「出前講座」や「移動公民館」

などの取組により公民館が自ら出かけていくことで、地域との関わりを強化

具体の取組・活動

〇 公民館を地域住民の学び合いを通じた地域づくりの拠点と捉え、公民館で

実施する講座の参加者など公民館利用者が、講座の中だけでなく生活の中

でもつながれるよう地域との関わりを促すことが必要

〇 地域の多くの団体やボランティア活動

をつなぎ、支え、学ぶ場面を作ること

により、他者や地域に目を向け活動を

広げていく機会を創出

〇 公民館職員だけでなく、講座参加者など公民館の利用者にも、学校や地域

に出かけてもらうため、社会教育施設の役割や意義を知ってもらう機会や実

際の活動を共有する場を設定
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今後、社会教育施設や学校、行政、民間など様々な場で、地域の学びと実践をコーディネートする社会教育人材の活躍が期待される

社会教育人材（社会教育士等）の活動事例

社会教育民間企業 （株式会社ひらく）

〇 地域住民等の学習ニーズ等を踏まえた事業実施（講座の開設等）

〇 地域住民・団体が行う事業・活動等の企画ウ運営上の相談対応

社会教育士を取得したことによる効果・成果

本を用いた企画・プロデュース会社の役割・業務

社会教育（士等）の視点

〇「本」をはじめとする文化コンテンツを用いた事業、施策、企画・イベントの提案

〇プロジェクトの企画・設計、クリエイティブディレクション、コンテンツ制作・運営

等

〇間接的コミュニケーションの誘発によって地域住民をつなぐしかけづくり（住民

が選んだ本を街中に展示し、それを別の人が手に取る等）。

〇本をはじめとする文化コンテンツを用いた場づくりや、図書館・公民館などの基本

構想、基本計画策定業務のコンサルティング

具体の取組・活動

〇行政や住民と連携しながら、地域の課題を理解し、解決していくというアプロー

チ

〇年齢や性別、学ぶ場所も関係なく、生涯を通じてその人がその人らしく生きて

いくという生涯学習の考え方

〇参加者の「やりたい」を引き出すファシリテーション

 によるイベントやワークショップの運営

〇実際に現地に足を運び、地元の方と直接話して、

外部の視点から街の魅力を発掘

○「行政」と「地域住民」のハブの役割を担い、双方

のニーズを汲み取りながら、本を起点とした公共空

間を創出

社会教育NPO法人 （NPO法人ezorock）

〇 地域住民等の学習ニーズ等を踏まえた事業実施（講座の開設等）

〇 地域住民・団体が行う事業・活動等の企画ウ運営上の相談対応

社会教育士を取得したことによる効果・成果

NPO法人ezorockの役割・業務

社会教育（士等）の視点

〇青年層のネットワーク拡大とともに、北海道の地域課題に対して、若者のアイ

ディアやパワーを届ける事業を展開

〇活動を通して若者が自らの人生と社会を切り開いていく機会を創出 等

〇青年層向けに説明会を実施し、ボランティアに参加したい青年層（主に18～

39歳）を受け入れ（年間250名以上）、北海道内における子供の自然体

験活動から一次産業のお手伝いなど、地域づくり、環境活動の現場に都市部

の若者が参画する機会、きっかけを創出

〇青年層の自発的な取り組みを支援するため、ボラン

 ティア活動に当たっての動機付けを行い、当日から事

後の振り返りまでをコーディネート（年間延べ300回・

1,200名以上）

〇大学や教育機関と連携し、実習を受け入れることに

よって、現場実践型実習をコーディネート、青年層が他

校の学生や異年齢の若者と出会う機会を創出

具体の取組・活動

〇様々な関係者と協働することで一人一人の力が引き出されるきっかけとなる

 という視点

〇行政（社会教育主事など）と連携し、自分の「まち」について自分たちで考

   え、話し合い、小さな取り組みを始めて、 「まち」を作っていくという視点

R6.6.25
追加
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